宮城県社会福祉協議会
福祉サービス第三者評価審査委員会設置要綱
（設置）
第１条　社会福祉法人宮城県社会福祉協議会（以下「本会」という。）が行う福祉サービス第三者評価（以下「評価」という。）について，宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業運営規程第８条に基づき，福祉サービス第三者評価審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（組織等）

第２条　委員会は，次に掲げる３名の委員で組織する。

　（１）福祉，医療，法律，経営等に関する学識経験者　　１名

　（２）社会福祉事業の経営者又は従事者　　　　　　　　１名

　（３）福祉サービス利用者又は一般県民　　　　　　　　１名
２　委員は会長が委嘱する。

３　委員の任期は，宮城県福祉サービス第三者評価機関の認証期間とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の在任期間とする。

４　委員は，再任されることができる。

５　会長は，委員が心身の故障等のため職務の遂行が困難と認めるとき，又は委員として不適格と認めるときは解任することができる。
（委員長）
第３条　委員会に，委員長を置き，委員の互選によって定める。
２　委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。
３　委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員が，その職務を代理する。
（委員会の職務）
第４条　委員会は，会長の諮問に応じ，次に掲げる事項を審査する。
　（１）本会評価調査者の合議による評価結果の取りまとめに関すること。

　（２）評価結果異議申し立てによる再審議に関すること。

２　委員会は，審査の結果について速やかに会長に答申する。

（会議）
第５条　委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。

２　委員会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　委員会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

４　委員会は，審査を行う受審事業者の調査を実施した評価調査者等，委員長が必要と認める者に対し，出席を求めて意見若しくは説明を聴き，又は必要な書類の提出を求めることができる。

（守秘義務）

第６条　委員については，別に定める宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業倫理規程を準用する。
２　委員は，前項について，会長へ倫理規程に関する誓約書（様式１）を提出する。

（報酬及び費用弁償）

第７条　委員の報酬及び費用弁償は，別に定める役員等の報酬並びに旅費及び費用弁償に関する規則を準用する。

（庶務）

第８条　委員会の庶務は，本会事務局地域福祉部地域福祉課において処理する。

（その他）

第９条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は会長が別に定める。

　附　則
（施行期日）

１　この要綱は，平成２０年１１月１５日から施行する。
　附　則

（施行期日）

１　この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。

（様式１）

倫理規程に関する誓約書

　私は，宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業倫理規程を遵守します。
なお，この誓約に違反した場合には，貴会が行う合法的処置を受けることに異議ありません。
　　年　　月　　日　　

　　社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会

　　会　　長　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
